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 【確定】第２５回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について  
 

 

 去る 6 月 26 日（水）に「【予告】第２５回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について」

と題するお知らせをお届けいたしましたが，本７月４日（木）に選挙日程が公示され，先の「予告」

でのお知らせのとおり選挙日程が確定したことを受け，改めて在外投票実施のお知らせを下記のと

おりお伝えいたします。（注：内容的には先にお知らせ済みの「予告」と変更ありません。） 

 

 

１．選挙の日程 
○ 公示日               ：令和元年 ７月 ４日（木） 

○ 在外公館投票の開始日 ：令和元年 ７月 ５日（金） 

○ 日本国内の投票日   ：令和元年 ７月２１日（日） 

 

 

２．投票できる方 

在外選挙人証をお持ちの方 

「在外選挙人証」は申請に基づいて交付されます。申請手続きについて知りたい方はこちら

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html） 

【ご注意】 

●現在お持ちの「在外選挙人証」の記載内容のうち「住所」が現在の居住地でない（例：ナイ

ジェリアの前にお住まいだった外国の住所が記載）場合でも，在外投票を行うことは可能です。 

（投票の際には，「在外選挙人証」に加え，旅券等の身分証明書も併せてご持参ください。） 

●但し，「在外選挙人証」は，作成後，一定の条件により失効することがございますので，念

のため登録先住所の選挙管理委員会（※「在外選挙人証」裏面下部記載）あて別途ご確認くださ

い。 

●なお，「在外選挙人証」をお持ちでない方につきましては，３ヶ月以上連続してナイジェリ

アに居住していることを条件に，当館で「在外選挙人証」交付申請することになります。詳細は

上 記 の 「 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 申 請 の 流 れ 」

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html）を参照願います。また，在ナイジェリ

ア大使館あてにご相談ください。 

【在ナイジェリア大使館ご相談窓口（領事班）】 

○領事班直通メール： visanigeria@la.mofa.go.jp） 

○代表電話    ： +234-(0)90-6000-9019 または +234-(0)90-6000-9099 

 

 

３．投票方法        
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票する

ことができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら（https://www.mofa.go.jp/mofaj/tok

o/senkyo/vote.html） 
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 在外公館投票   
投票期日：７月５日（金）から 

在ナイジェリア大使館の投票期間は，7 月５日（金）から 7 月１３日（土）までです。 

＊公館によって投票終了日が異なりますので，事前に在外公館にご確認ください。 

投票時間：午前９時３０分から午後５時まで 

投票場所：在外公館投票を実施する日本国大使館，総領事館及び領事事務所（https://www.mofa.g

o.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html）など 

     在ナイジェリア大使館の場合は，同大使館が投票場所となります。 

持参すべき書類：（１）在外選挙人証 （２）旅券等の身分証明書 

 

 

 郵便等投票     

請求手続：登録されている選挙管理委員会に，請求書および在外選挙人証を送付します。 

請求書は，在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか，外務省ホー

ムページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html）からダウンロードして

ください。 

投票手続：選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し，国内投票日の７月２１日（日）の

投票所閉鎖時刻（原則午後８時）までに，選挙管理委員会に届くよう郵送します。 

詳細については，登録先の市区町村選挙管理委員会に直接お問い合わせください。 

 

 

 日本国内における投票     
一時帰国した場合や，帰国後，国内の選挙人名簿に登録されるまでの間（転入届提出後３か月

間）は，在外選挙人証を提示して，下記（１）～（３）のいずれかの方法で投票できます。  

 

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】  

（１）期日前投票 

 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。 

（２）不在者投票 

 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。  

【国内投票日当日】 

（３）投票所における投票 

登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。  

 

日本国内における投票の詳細については，登録先の市区町村選挙管理委員会等に直接お問い合

わせください。  

 

 

４．選挙公報・候補者情報 

○ 公 示 後 ， 選 挙 公 報 が 各 選 挙 管 理 委 員 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html）に掲載されています。 

○候補者情報はコチラ（http://www.soumu.go.jp/senkyo/25hce/index.html）をご利用ください。 
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５．その他 

※平成 2７年の公職選挙法改正により，「鳥取県及び島根県」，「徳島県及び高知県」はそれぞ

れ二つの県を一つの選挙区とする合区に変更されていますので，投票に際してご注意ください。 

・参議院選挙区の区割りの改訂等について（総務省ホームページへ）（http://www.soumu.go.jp

/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_gouku/） 

 

 

 

                                   （了） 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_gouku/
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_gouku/
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_gouku/

